
議案第2 3号

三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部を改正するこ

とについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定に

より､本議会の議決を求める｡
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三朝町条例第　　号

三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部を改正する条例

三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例(昭和50年三朝町条例第27号)

の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

第1条～第8条略 ��c������h�����z｢�

(報酬) 忠_����

第9条指導員の報酬は､年額些遡 ��c���轌;�醜,ﾉ_��,ﾚID隗ｨﾛ�+Y.hﾛ��
円とするo ��,h+x.薬�

(費用弁償) 忠N��]傚竰�
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附　則

この条例は､平成1 6年4月1日から施行する｡


